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2021年 10月 1日 

 

 

白十字病院「いきいきホール」使用手順 

 

 

1.「いきいきホール」の使用に際しては【利用問い合わせ】を関係部署の部門長又は担当者宛てに提出頂き、

施設使用可否判断を行います。 

 

2. 使用許可が下りたら、「いきいきホール」使用当日までに関係部署の部門長又は担当者へ利用料金をお支

払い下さい。後日、領収書をご送付致します。 

  ※資料のコピーが必要な場合は別途、1枚 10円となっておりますので、担当者へお知らせください。 

 

3. 利用料金は下記のとおり（1時間あたり） 

利 用 場 所 料金（税込） 

ホール 1、2 2,200円 

ホール 1 1,100円 

ホール 2 1,100円 

   ※本料金には、冷暖房料金その他電源を必要とする電気代を含む。 

 

4. 利用可能時間 

  平日 9：00～17：00 

 

5. 駐車場利用料金 

  通常料金（終日 60分 200円）となります。 

 

6. 備品等は大切に取り扱ってください。万一、故障した場合等はお知らせ下さい。 

  また、使用後はきちんと後始末をお願い申し上げます。 

 

7. 利用規程 

  次ページにて利用規程を記載しておりますので、ご確認いただきご了承の上お申し込みをお願い申し 

上げます。 
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【利用規程】 

第 1条（遵守事項） 

   1.当ホール利用者は次の事項を遵守しなければならない。 

    (1) 利用時間ならびに定員は、所定の範囲内とすること。 

    (2) 利用後の原状回復を行うこと。 

    (3) 建造物、設備及び什器備品を汚損・破損・紛失しないこと。 

    (4) 貴重品等は、当ホール利用者の責任において管理すること。 

   2.前項各号に反して当ホール利用者に損害が生じた場合、その原因の如何に関わらず、本院は一切責

任を負わない。 

   3.当ホール利用者の責による建物、付属設備機器の破壊又は著しい汚損等が生じた場合は、本院が指

定する内容で実費弁償を行う。 

 

 

第 2条（禁止事項） 

   当ホール利用者は次の事項を行ってはならない。 

    （1） 本院の承認しない掲示、物品販売、募金活動、宣伝、その他本院に悪影響を及ぼす行為。 

    （2） 本院へ事前に届出のない飲食物の持ち込み。 

    （3） 当ホール及び病院敷地内での喫煙。 

    （4） 本院へ事前に届出のない機器・音響機器の使用。 

    （5） 騒音・臭気・振動・発火の危険性のある物品の持ち込み。 

    （6） 壁・窓・柱等への貼り紙や釘類の使用。 

    （7） 机その他に落書き又は傷をつける行為。 

    （8） 本院へ事前に届出のない本院敷地内での立て看板・ビラ配布等。 

    （9） 政治・宗教活動、物品の販売等を目的とした利用。 

    （10）本院患者、他の利用者、近隣に迷惑を及ぼす行為。 

 

第 3条（利用制限） 

   当ホール利用者が次のいずれかに該当する場合、病院側は当ホールの利用の取消等の措置を取ること

ができる。 

   （1） 申込書の記載に偽りがある場合。 

   （2） 第三者に転貸した場合。 

   （3） 本運用規定に違反した場合。 

   （4） 公序良俗に反する場合。 

   （5） 暴力団等の反社会的勢力に該当、又は反社会的勢力と関係している場合。 

   （6） 感染症拡大防止の為、利用不可と本院が判断した場合。 

（7) その他、本院の指示に従わない場合。 
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第 4条（感染症拡大防止策） 

   本院は福岡県の感染症拡大状況に応じて、以下の感染症拡大防止策を講じる。 

   また、感染拡大状況によっては利用中止など本院の指示に従う。 

（1） 感染拡大時の使用可能座席数は 1ホールにつき 20名（2ホール使用時は 40名） 

までとする。 

（2） 飲食は禁止。長時間の開催は避ける（申込時に開催内容に応じた時間設定で 

あることを確認する）。 

    （3） 参加者の間隔を確保する(一つの机に椅子は２つまでとする)。 

    （4） 入館時に主催者、参加者ともに会場入口に配置する手指消毒液にて手指消毒を行う。 

休憩時にも手指消毒を徹底する。 

（5） 換気の悪い密閉空間とならないよう、常時、出入口ドアを開放する。 

    （6） 主催者は本院が準備する除菌シート（セイフキープ）を用いて使用後に机、椅子、ド 

アノブ、スイッチ、使用機材の消毒を行い、退館時に本院担当者が最終確認を行う。 

    （7） 終始マスクを外さない（休憩中も含む）。マスクは正しく着用する。 

    （8） 参加者、講師、主催者ともに入館前に発熱、呼吸器症状がないことを確認。 

      （問診票を記入いただく） 

    （9） 入館後、少しでも体調不良を感じたら速やかに当院へ申し出て、退館してもらう。 

（10）大声で発声しない。 

（11）主催者、参加者ともに使用後 14日以内に症状が発現した場合は総務課に連絡する。 
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